
― 1 ―

山梨県　産業労働部　労政雇用課目　次

Yamanashi Roudou

労働
情報誌

２０１６年 春号 №６61

○ 平成２８年度技能検定（前期）のおしらせ   ２

○ センター祭り    ３

○ 平成２８年１月から労働保険の届出には、

　　　　　　　　　　法人番号の記載が必要です   ４

○ 女性活躍推進法への対応の準備は進んでいますか？　　  ５

○ 職場復帰支援（リワーク支援）のご案内   ６

｢山梨Ｕ・Ｉターン就職フェア｣の開催について
　山梨県内へのＵ・Ｉターン就職を希望する平成２９年３月大学等卒業予定者等及び一般求職者の県内就

職と、県内企業の人材確保を支援するため、「山梨Ｕ・Ｉターン就職フェア」を開催します。

◇日　　　時　　平成２８年６月８日（水）

◇対　　　象　　・平成２９年３月大学等卒業予定者及び既卒者、Ｕ・Ｉターン就職を希望する一般求職者

　　　　　　　　・  山梨県内に事業所・支店があり（予定を含む）、県内を就業地とする開催日時点にお

いて有効な求人票が、管轄のハローワークに受理されている企業

◇場　　　所　　マイナビルーム（東京都千代田区一ツ橋１−１−１　パレスサイドビル９Ｆ）

◇内　　　容　　(1) 企業との個別面接

　　　　　　　　(2) 各種相談コーナーの設置

◇参 加 方 法　　・求職者の方は、事前の申し込みは不要です。

　　　　　　　　・企業の方は、事前の申し込みが必要です。

◇参 加 費 用　　無料（交通費等は参加者の御負担となります。）

◇問い合わせ　　労政雇用課　ＴＥＬ０５５−２２３−１５６２　ＦＡＸ０５５−２２３−１５６４

分類名
要　　求　　状　　況 妥  　  結  　  状  　  況

組合数 額 ( 円 ) 月数 ( 月 ) 組合数 額 ( 円 ) 月数 ( 月 )

鉱業、採石業、砂利採取業・建設業 3 X X 3 X X

製造業 55 760,314 2.49 49 750,177 2.43

電気・ガス・熱供給・水道業 0 0 0.00 0 0 0.00

情報通信業 6 601,850 2.30 6 599,334 2.29

運輸業 8 824,643 2.58 7 733,590 2.36

卸売業、小売業 11 682,063 2.42 10 507,998 1.81

金融業、保険業・不動産業 2 X X 2 X X

サービス業、その他 20 713,832 2.60 18 509,093 1.86

合　　　計 105 732,897 2.49 95 654,871 2.21

　県労政雇用課では、県下の民間労働組合（中小企業９４組合、大企業１０９組合）を対象に、「年末一
時金要求・妥結状況調査」を実施いたしました。
　平成２７年１２月３１日現在を基準とした最終結果の概要は次のとおりです。

※組合数が３以下の場合はＸ表示とする。
※ 「サービス業、その他」には学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、

医療、福祉が含まれている。

平成２７年 年末一時金要求・妥結状況（最終）
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実施日程

主な実施職種

平成２８年度技能検定（前期）のお知らせ
　技能検定は「職業能力開発促進法」にもとづいて、受検者の皆さんのもつ技能を一定の基準によって検定し、その技能

の程度を、特級から３級及び単一等級に区分して公証する国家検定制度です。

　喫煙は、がんや循環器疾患等の生活習慣病の重要なリスク要因であり、喫煙する人のみならず、周囲のたばこを吸わない
人の健康にも影響を及ぼすことから、県では重要な健康問題の一つと捉え、たばこ対策を推進しています。
　平成２年から２年ごとに職場における喫煙対策の状況を把握し、対策を推進する基礎資料とする目的で本調査を実施しま
した。

◇ 調査方法 ： 平成２６年１２月１日を基準日とし、各施設の衛生管理者または施設管理者あてに調査票を送付。
◇ 調査対象 ： 県内の事業所１，１６１ヵ所に調査票を送付し、７４０ヵ所から回答を得た。（回収率６３．７％）
 　　　　　　   ①国の関係機関　４６／９３（４９．５％）、②県の機関　７６／８８（８６．４％）
 　　　　　　 ③市町村役場２４／２７（８８．９％）、④小・中・高・特別支援学校　２９９／３３１（９０．３％）、
 　　　　　　 ⑤大学・短大・専修学校　２２／３５（６２．９％）、
 　　　　　　 ⑥従業員が５０人以上の民営事業所　２３８／５２７（４５．２％）、⑦病院　３５／６０（５８．３％）
◇ 調査内容 ： 喫煙者数、喫煙対策の実施状況、職員への禁煙支援状況など２３項目。
 　　　　　　 新たに、喫煙所の設置場所と数、厚生労働省通知の認知度等を追加。
◇ 調査結果 ： ●喫煙率　男性２７．６％　女性　７．８％
　　　　　　　　平成２２年以降男女とも喫煙率の減少は認められない。特に、女性は横ばい傾向が続いている。
　　　　　　　　 男女とも３０歳代の喫煙率が最も高い（男３１．１％、女９．１％）。次いで、４０歳代の喫煙率

が高い結果だった。
 　　　　　　 ●受動喫煙防止対策
　　　　　　　　 今回の調査で新たに設けた設置喫煙場所の項目では、「建物の出入口近傍」が最も多い結果

となった。
　　　　　　　　 平成２５年２月厚生労働省事務連絡「喫煙場所を出入口から極力離す」旨の認知度も３７．６％

と半数に達していない状況から、さらに受動喫煙防止対策について周知を図る必要がある。

前　　　　　　　期

受 検 申 請 受 付 平成２８年４月４日から４月１５日まで

実 技 試 験 期 間 平成２８年６月２日から９月７日まで

学 科 試 験 日 平成２８年７月１７日※、８月２１・２８日、９月４日 ※ 金属熱処理を除く３級職種が対象

合 格 発 表 平成２８年８月２６日※、９月３０日

◎上記の実施日程および主な実施職種は予定です。

（お問い合わせ先：県産業人材課　ＴＥＬ：０５５－２２３－１５６６　ＦＡＸ：０５５－２２３－１５６０）

前期

園芸装飾、造園、鋳造、金属熱処理、機械加工、放電加工、金属プレス加工、鉄工、建築板金、工場板金、仕上げ、ダイカスト、

電子機器組立て、電気機器組立て、建設機械整備、家具製作、建具製作、石材施工、プラスチック成形、とび、左官、タイル張り、

畳製作、防水施工、内装仕上げ施工、熱絶縁施工、サッシ施工、貴金属装身具製作、表装、塗装、フラワー装飾、路面標示施工、

その他

後期

さく井、金型製作、工場板金、金属ばね製造、機械検査、半導体製品製造、時計修理、光学機器製造、プリント配線板製造、空

気圧装置組立て、農業機械整備、冷凍空気調和機器施工、婦人子供服製造、石材施工、パン製造、電気機器組立て、建築大工、

かわらぶき、配管、型枠施工、鉄筋施工、コンクリート圧送施工、防水施工、テクニカルイラストレーション、機械・プラント製図、

電気製図、塗装、その他　　　※後期のみ特級実施

平成２６年度喫煙対策実施状況調査の結果

■ 問合せ先：県健康増進課健康企画担当　０５５−２２３−１４９３ ■

 ◆詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.pref.yamanashi.jp/kenko-zsn/tobacco.html　◆
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県立産業技術短期大学校塩山キャンパス　ＴＥＬ０５５３－３２－５２０２

コース名 実施月 時間帯 受講料（円）
※テキスト代別途

ＮＣ旋盤加工技術 ３月 昼 3,400

国内旅行業務取扱管理者試験講座
（旅行業法・旅行業法約款・各種約款）

３月 昼 5,100

国内旅行業務取扱管理者試験講座
実務（料金計算・観光地理他）

３月 昼 5,100

新入社員研修 ４月 昼 1,000

ワード基礎　第１回 ４月 夜 2,100

ワード応用　第１回 ４月 夜 2,100

美しいペン字　第１回 ４・５月 夜 2,100

コミュニケーション英会話 ５～７月 夜 2,100

社会保険実務 ５月 夜 2,100

エクセル基礎 ５・６月 夜 2,100

ポリテクセンター山梨　ＴＥＬ０５５－２４２－３０６６

コース名 実施月 時間帯 受講料（円）
※テキスト代別途

各種の溶接施工技術 ３月 昼 11,200

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） ４月 昼 12,200

ＰＬＣによる自動化制御技術 ５月 昼 9,800

実践的ＰＬＣ制御技術 ５月 昼 6,800

実践機械製図 ５月 昼 9,300

組込み技術者のためのＣプログラミング ５・６月 昼 5,600

ＴＩＧ溶接実践技術（ステンレス鋼板材編） ５月 昼 12,200

ＰＬＣによる自動化・省力化機器の制御技術 ５月 昼 6,700

県立産業技術短期大学校都留キャンパス　ＴＥＬ０５５４－４３－８９１１

コース名 実施月 時間帯 受講料（円）
※テキスト代別途

３次元ＣＡＤによる機械設計の基礎 ３月 昼 3,400

ホームページ開設（基礎編・応用編） ３月 夜 4,200

新入社員研修 ４月 昼 1,000

初心者のためのパソコン　第１回 ４月 夜 2,100

第二種電気工事士筆記試験準備講座（Ⅰ・Ⅱ） ４・５月 夜 4,200

シーケンス制御の基礎 ５月 夜 2,100

ウィンドウズ ５・６月 夜 2,100

県立就業支援センター　ＴＥＬ０５５－２５１－３２１０

コース名 実施月 時間帯 受講料（円）
※テキスト代別途

ビジネスパソコン講座　ネットショップサイト作成 ３月 夜 2,100

新入社員講座（第１回） ４月 昼 1,000

新入社員講座（第２回） ４月 昼 1,000

ワード基礎＆エクセル基礎講座 ４月 夜 2,100

初心者のためのパソコン講座（第１回） ５月 夜 2,100

パワーポイント基礎講座 ５月 夜 2,100

第二種電気工事士試験対策講座（学科Ⅰ・Ⅱ） ５・６月 夜 4,200

県立峡南高等技術専門校　ＴＥＬ０５５６－２２－３１７１

コース名 実施月 時間帯 受講料（円）
※テキスト代別途

エクセル応用　 ３月 夜 2,100

新入社員講座 ４月 昼 1,000

初心者のためのパソコン講座 ４月 夜 2,100

ワード基礎 ５月 夜 2,100

エクセル基礎 ５月 夜 2,100

　本セミナーは、働く皆さんの能力開発や企業の人材育成をお手伝いするものです。職業に必要な知識や技能の向上、資格取得等を目的とした講座を実

施しています。さらに、能力開発に関する相談も受け付けています。

　山梨県立青少年センターでは、平成２８年３月６日（日）に「センター

祭り」を開催します。

　当日は、移動動物園、杉山兄弟によるシャボン玉ショー、段ボール

迷路など、こどもからおじいちゃんおばあちゃん

まで楽しめますので、ぜひご来場ください。

※申込受付は、講座開始日の２ヵ月前からです。あらかじめ、電話等で応募状況を確認してください。
※時間帯については、原則として＜昼：９時～１６時 / 夜：１８時～２１時＞ですが、施設・コースによって異なる場合がありますので、よくご確認ください。
※このほかの講座情報や、申込方法については、山梨県のホームページでご覧いただけます。
　http://www.pref.yamanashi.jp/sangyo-jin/index.html
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平成２８年３月～平成２８年５月開講　能力開発セミナーのご案内

山梨県勤労者福祉資金融資制度
　県では、勤労者が安定した生活を送れるよう、低利の生活資金融資を行っています。

◇ 対 象 者 県内に居住し、従業員３００人未満の中小企業に１年以上雇用されている方など。

◇ 資 金 使 途 医療、慶弔、教育、住宅補修、災害、その他の資金

◇ 金 利 年１．５３％（平成２８年３月３１日貸付分まで　別途保証料が必要です）

◇ 融資限度額 １００万円

◇ 返 済 期 間 ５年以内

　 詳細は次のお問い合わせ先までお電話ください。【県労政雇用課】☎０５５−２２３−１５６１

センター祭り

会 場 山梨県立青少年センター　 グラウンド

時 間 １０：００　から　１５：００

問い合わせ先 山梨県立青少年センター　 ( 甲府市川田町５１７)
ＴＥＬ　０５５－２３７－５３１１　　ＦＡＸ　０５５－２３７－５３１２

参加無料
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山梨県の全ての最低賃金の効力が発生しました

労災保険に関する社会保障・
税番号制度（マイナンバー制度）の情報について

平成28年１月から労働保険の届出には、法人番号の記載が必要です

健康安全課からのお知らせ

　○労働保険関係成立届（継続・有期）、労働保険料等申告書（継続・有期）

　 　法人番号は、支店や事業所ごとには付与されませんので、支店や事業所についても、各法人に指定された法人番号を

記入してください。（個人番号の記入は不要です）

　　詳細につきましては、厚生労働省ホームページをご覧ください。

　社会保障・税番号制度（マイナンバー制度）の導入により、平成２８年１月以降、労災保険に関する年金の請求書等の

様式についても、マイナンバーの記載欄を設けることとなりました。

　詳しくは、下記の厚生労働省ホームページを御覧下さい。

厚生労働省ＨＰ　http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000096093.html

● ストレスチェック制度 ●
　ストレスチェック制度の導入はお済みですか？平成２７年１２月１日から、常時使用する労働者に対して、年に１回、ストレス
チェックを実施することが義務（労働者５０人未満は努力義務）になりました。平成２８年１１月３０日までに１回目のストレス
チェックを実施しましょう。

● 化学物質のリスクアセスメント ●
　化学物質のリスクアセスメントが義務化されます（平成２８年６月１日施行）。業種・規模にかかわらず、対象となる化学物質
を製造・取り扱うすべての事業場が対象です。対象となる化学物質は安全データシート（ＳＤＳ）の交付義務がある６４０物質で
す（「職場のあんぜんサイト　ＳＤＳ」で検索）。

※�詳細は、山梨労働局ＨＰをご覧いただくほか、山梨労働局労働基準部健康安全課（０５５−２２５−２８５５）にお問
合せください。

検索厚生労働省　マイナンバー制度　適用徴収

　法人番号の記載が必要になる届出は

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000105992.html

お問合せは、山梨労働局賃金室（☎０５５−２２５−２８５４）まで

時間額 効力発生日

山梨県最低賃金
山梨県内で働く常用・臨時・パートなど全ての労働
者に適用されます。ただし、下記の２業種は該当す
る特定最低賃金が適用されます。

737円 平成27年10月１日

特定最低賃金
電子部品 ･ デバイス･ 電子回路､ 電気機械器具､ 情
報通信機械器具製造業 834円 平成27年12月18日

自動車・同附属品製造業 843円 平成27年12月25日

ジョブ・カード制度総合サイト　ｈｔｔｐ：／／ｊｏｂｃａｒｄ．ｍｈｌｗ．ｇｏ．ｊｐ

ジョブ・カードの様式など、詳しくはこちらです。

ジョブ・カードは平成２７年１０月１日から新しい様式に変わり、作成しやすくなりました。新しい様式は

ジョブ・カード制度総合サイトからダウンロードできます。

ジョブ・カードが作成しやすくなりました

山梨労働局　労働保険徴収室

山梨労働局　労働基準部労災補償課

山梨労働局職業安定部地方訓練受講者支援室



御存知ですか？

・産業カウンセラー、社会保険労務士など

の資格を有する『メンタルヘルス対策促
進員』が、皆様の職場を訪問し、事業場
が取り組んでいるメンタルヘルス対策に関
する支援を行います。
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無料で専門家による支援を受ける方法があります！

女性活躍推進法への対応の準備は進んでいますか？
　３０１人以上の労働者を雇用する事業主の方は、平成２８年４月１日までに、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、
②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行う必要があります（従業員数３００人以下の事業主の方は、努力義務）。お
早めに準備をお願いします。

■ 女性活躍加速化助成金 ■
　女性活躍推進法に基づき、自社の女性の活躍に関する数値目標、数値目標の達成に向けた取組目標等を盛り込んだ行動
計画を策定し、計画に沿った取組を実施して取組目標を達成した中小企業事業主及び、数値目標を達成した事業主に助成
金を支給します。
　　 検索女性活躍推進法特集ページ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

お問い合わせ・届出先　山梨労働局雇用均等室　TEL０５５−２２５−２８５９

お問い合わせ・申し込みは　山梨産業保健総合支援センターへ
山梨産業保健総合支援センター

【ＴＥＬ】０５５−２２０−７０２０　【ＦＡＸ】０５５−２２０−７０２１
【所在地】〒４００−００３１　甲府市丸の内２−３２−１１　山梨県医師会館４Ｆ

ホームページ　http://www.sanpo19.jp

ストレスチェック制度を導入するのに、疑問
がいっぱい。詳しい人からアドバイスを受けたいけど？

メンタルヘルス対策に取り組む必要があるけ
ど、どのように社内で進めたら、いいかしら？

社内で管理者向けにメンタルヘルス教育を行う
のに、その講師を見つけるには？

企業内人材育成推進助成金のご紹介

助成対象 制度導入助成 実施・育成助成額
＜一人当たりの額＞

①教育訓練（※１）
　　　　　・職業能力評価制度

ジ ョ ブ・ カ ー ド を 活 用 し、
従業員に教育訓練や職業能
力評価を計画的に行う制度

５０万円（２５万円） ５万円（２．５万円）

②キャリア・コンサルティング制度

ジ ョ ブ・ カ ー ド を 活 用 し、
従業員に対するキャリア・
コンサルティングを計画的
に行う制度

３０万円（１５万円） ５万円（２．５万円）

従業員をキャリア・コンサ
ルタントとして育成した場
合に加算

― １５万円（７．５万円）

③技能検定合格報奨金制度（※２）
技能検定に合格した従業員
に報奨金を支給する制度

２０万円（１０万円） ５万円（２．５万円）

（計画的に人材を育成推進するための制度を導入・実施した事業主に助成します）

甲府商工会議所　　甲府市相生２ー２ー１７　ＴＥＬ：０５５ー２３３ー３２２５
山梨県地域ジョブ・カードセンター　　　　　ＦＡＸ：０５５ー２３３ー２２９０

●個別企業助成コース
　①～③の人材育成制度を就業規則などに規定して導入し、従業員に実施した事業主に一定額を助成

１）※１・※２は山梨労働局にお問い合わせください
２）�（� �）は中小企業以外の額。実施助成は制度ごとに１０人まで
３）金額は２月１日現在

メンタルヘルス対策促進
員

が支援します。



労使紛争の解決援助制度をご利用ください！
　山梨県労働委員会では、労働者や労働組合と会社との間に解雇や雇止め、労働条件の不利益変更などについての紛争が生じ、

自主的解決が困難な場合、労働委員が間に入り、話し合いによる紛争の解決援助を行っています。

解決事例紹介

　Ｘは１１月にＹ社（製造業）の採用面接を受け入社した。試用労働契約書 [ 雇用期間２ヶ月 ] と労働契約書 [ 雇

用期間６ヶ月 ]（以下、本契約）をＹ社から渡され、署名・押印のうえ提出したところ、Ｙ社は１２月になって本契

約を締結しない旨を通知した。Ｘは、本契約書も提出していることから、不当解雇であり、Ｙ社が試用期間限り

で本契約を締結しないとする理由は納得できないとして、本労働委員会にあっせんを申請した。

　あっせん員は、Ｘが金銭による解決を望んでいたことから、Ｙ社が本契約を締結しないとする理由、試用期間

の趣旨、採用手続きや就業規則の内容について双方に説明し、解決金での解決を模索した。当初は双方が提案

する解決金額に大きな開きがあったものの、あっせん員が粘り強く説得を続けた結果、互いが譲歩を行い、合意

に至ったため解決となった。

労使紛争でお困りの方は、山梨県労働委員会事務局 ( ＴＥＬ ０５５－２２３－１８２７) までご相談ください。

ホームページ　ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｒｅｆ．ｙａｍａｎａｓｈｉ．ｊｐ／ｒｏｕｄｏｕ－ｉｉｎ／ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ　
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「やまなし労働」に対するご意見、ご感想をお待ちしております。

山梨県産業労働部労政雇用課
　〒 400-8501　甲府市丸の内 1 − 6 − 1　別館３F　　
　　　　　　tel　055-223-1563　 ◇　 fax  055-223-1564　
　　　　e-mail　rosei-koy@pref.yamanashi.lg.jp
　　　　 URL　http://www.pref.yamanashi.jp/rosei-koy/index.html

職場復帰支援（リワーク支援）のご案内
　山梨障害者職業センターでは、うつ病などで民間企業を休職中の方で、主治医と勤務先の同意を得られる方を対象に、

職場復帰を円滑に進めるための職場復帰支援（リワーク支援）を行っています。

　平成２６年度中に１２名の方がリワーク支援を終了し、１２名全員が復職されました。

療養生活が続き、生活のリズムが不規則に

なっている、体力にも不安がある。

復職後、安定して働けるかどうか、再発しな

いかどうかが不安。

復職時の勤務条件などがどうなるか不安。勤

務先との話し合いに当たって支援が欲しい。

生活のリズムを整える

体力・持続力の向上

緊張やストレスの軽減

再発しない働き方を知る

勤務先に理解を得て、適切な

配慮を依頼する

リワーク支援

毎日の通所、ウォーキング、
体力作り、各種課題への取組

ストレス対処講習
再発防止策の検討

勤務先への復職者の受け入れ
に関する助言

企業の復職支援ご担当者様向けの説明会を開催しています。

　日程：平成２８年３月１１日　１４時００分〜１５時００分

　会場：山梨障害者職業センタ一　会議室

※ご参加の際は、前日までに電話等でお申し込みください。

山梨障害者職業センター（担当 中
ちゅうじょう

條）お問い合わせ先

山梨県甲府市湯田２－１７－１４
ＴＥＬ ０５５－２３２－７０６９　ＦＡＸ ０５５－２３２－７０７７
ＵＲＬ  http://www.jeed.or.jp/

検索山梨　労働　サポート


